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【背景・目的】就労を「人たるに値する生活を営むために、

社会的活動に就くこと二と定義 したことを受け 1)、 雇用主

をはじめとする他者 (社会)力 就`労希望者をいかなる意味

で労務に従事させるのかを考察するc

【方法1直近の労働統計において正規雇用者数が非正規雇

用者数に近づいてきていることから、本研究では採用後の

職業副1練 によつて能力開発が必要 となる新規学卒者のみ

ならず、すでに様々な能力を有する者も含めた就労の実態

に着目する。就労につながる多様な能力を一律に検討する

こと:ま 難 しいことから、本研究で|ま 実態調査を踏まえた労

働政策に関する論考を検討することで動態的に才E握する。

【結果】就労では一般に、雇用主は労働者が行 う労働の対

償としての賃金を支払 うことになる。その賃金の額は、労

働における能力とその発揮の度合いに応 じて決められる[

他方で就労前において、求職者が自身の能力を賃金のかた

ちで示すことは少ないじしたがつて求職活動における能力

の立証責任は求職者の側にあるといえる。求職者にとつて

の能力とは、日常生活における成功体験の積み重ねによつ

て具体的に形づくられるとされる '3そ うであるならば、

その体験を共にした者でなければ能力が優れていること

の理解は困難であるこさらに求職者自身が成功と認識 して

いなければ、雇用主による評価そのものが生じない。と|ま

いえ求職者が、雇用主が雇 う他の人材と同じ職場で共働す

ることで新たな成功体験が生じる可能性もある.そ のため

能力の立証責任を求職者にのみ課 し続けること|ま 、求職者

のみならず雇用主にとつても大きな機会損夫となるこ両者

の機会を最適化する就労を実現にするためには、これ ら求

職活動における当事者間のや り取 りの特性を踏まえた、多

様なレベルでの能力評価が求められる=そ こで近年の能力

評価の動向について、以下に考察する.

〔考察】1 基幹的能力 :求職者が就労に際して求められ

る能力のひとつで、配属部門に所属するすべての者が発揮

すべき能力のことであるうこ例えば就業時間に就業場所に

滞在するといつた単純なものから、書類の整理や作成、取

引先との応対や提案などが挙 Iず られる。これ らは就労当初

からあるい |ま 配属部門での修得が雇用主によつて求めら

れる能力でもある。ただしこの基幹的能力をあらゆる就労

の場において定型化して評価することは難 しい。例えば改

正障害者雇用促進法 (2016年 4月 施行)で は、就労におい

て障害を有することを理由とする採用時の差別禁止や就

業時における「合理白つ配慮Jの提供を求めているが(36条 )
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これらに反する行為が直ちに罰せ られるわけで|ま なく、当

事者間による自主的な解決を第一としている(74条の 4).

「基幹的能力」といえども定型の能力ではなく職場の環境

に左右されるとともに、実際の就業を通 じて培われる一形

態として扱われることが適切であると考えられる,

2.精神障害者 :上述の法改正で 1ま 、障害者の法定雇用率

の算定基礎に精神障害者が加わったこ雇用率達成のための
~障

害者雇用枠」設定において、差別を伴わずに求人する

ため:こ採用条件として「精神障害者保健福れL手帳」取得者

を挙 |ザ るケースが増えている。.こ れに関連 して、書類提

出や筆記試験の段階で 1ま 選考対象になりやすい発達障害

を有する者が実際の就労に際して、雇用主にこの
~手

帳」

の取得を求められる現象が生 じているc障害そのものが雇

用主にとっての合理的酉こ慮を可能にする重要な能力とな

りうる公的な認証を、法改正はもたらしたともいえるこ

3 外国人研修生 :滞在資格で活動や期間が制限されるな

ど、職業選択の自由が十分に保障されない外国人研修生で

あつてもつ、外国人であること自体が就労に際しての能力

になりうる.「技能実習市」度」の導入(2012年 )に より滞在

期間の延長が必要な研修で|ま 、延長時に「労働契約二を締

結することで労働諸法令の保護を受けることになつたcそ

こで雇用主 |よ 、研修生に対して研修開始時に新制度の情報

を十分に与えない (与える努力をしない)こ とで、他の就

労者 と比べ合理的に能力を低く評価することも可能にな

ったこ研修生からすると、日本での就労が容易でない外国

人とい う地位を就労に際 しての能力として雇用主に評価

させることで、結果として合法的な就労資格を得ることに

つな:ず るという皮肉な実態が生じているのである
=

【結論】就労は一般に、求職者の有する能力の雇用主によ

る評価を経て始まるが、求職者は求職者で自身の有する能

力の職場における優位性を示すことで、情報の非対称性を

乗り越える試みを行 う実態が、近年の労働政策をめぐる状

況から明らかになった3就労の際しての能力評価が雇用主

のみならず求職者にとつても能動的な側面を帯びている

これらの実態が、真の意味での「人たるに値する生活」を

如f可 に可能にするかが、今後の研究課題として残つたこ

【文献】

1)鈴木未来 :「就労」とは何か―自立と労働との関係解

明に向:す た試み―,新潟医療福祉学会議,15(1):
84, 2015.

2)工 藤啓 。西田亮介 :無業社会 働 くことができない

若者たちの未来,朝 日新聞出版 ,2014.

3)山 村 りつ :基幹的能力の概念 を軸 とした障害者の賃

金 についての考察―合理的酉こ慮規定に関連 して一
,

社会政策,7(1):99111,2015
4)倉 知延章 :精神障害者の雇用・就業をめぐる現状 と

展望, 日本労 15t研究雑誌 ,56(5):27-36,2014.

5)井 口泰 :東アジア経済統合下の外国人労働者受入れ

政策,社会政策 7(2)1926,2015.

-81-


